
 

議案第１１号 

 

市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

市川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

平成２６年９月５日提出 

市川市長  大 久 保  博    

 

 

 

市川市条例第  号 

   市川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

市川市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１０条の３を次のように改める。 

 （住居手当） 

第１０条の３ 住居手当は、自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、

月額６,０００円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている

職員（市が職員の居住の用に供する施設の入居料又は寮費を支払っている職

員その他別に定める職員を除く。）に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

に相当する額とする。 

⑴ 月額１７,０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から 

６,０００円を控除した額 

⑵ 月額１７,０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から

１７,０００円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が 



 

１６,０００円を超えるときは、１６,０００円）を１１,０００円に加算

した額 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に

定める。 

第２４条中「附則第４項第３号」を「附則第３項第３号」に改める。 

第２４条の２の３中「附則第４項第４号」を「附則第３項第４号」に改める。 

 附則第３項を削る。 

 附則第４項中「４級」を「５級」に改め、同項第１号中「附則第６項及び第

７項」を「附則第５項及び第６項」に、「附則第６項に」を「附則第５項に」に

改め、同項第４号中「附則第７項」を「附則第６項」に改め、同項を附則第３

項とする。 

 附則第５項を附則第４項とする。 

 附則第６項中「附則第４項」を「附則第３項」に改め、同項を附則第５項と

する。 

 附則第７項中「附則第４項」を「附則第３項」に改め、同項を附則第６項と

する。 

附則第８項の前の見出し、同項及び附則第９項を削る。 

附則第１０項の前の見出し、同項及び附則第１１項を削る。 

 別表第１から別表第５までを別紙のように改める。 

 別表第６土木作業手当の項の次に次のように加える。 

災害応急作業

等手当 

日 ５００円 豪雨、洪水、地震等により災害

が発生し、又は発生するおそれ

がある現場その他市長が指定

する現場において行う土のう

積載等作業、倒木の処理作業、

巡回監視作業その他規則で定

める作業に従事した職員 

   附 則 

 （施行期日） 



 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、附則第１１項

から第１３項までの規定は、平成３３年４月１日から施行する。 

 （平成２６年切替日の前日において改正前の別表第４及び別表第５の給料表

の適用を受けていた職員の職務の級の切替え） 

２ 平成２６年１０月１日（以下「平成２６年切替日」という。）の前日におい

て改正前の別表第４及び別表第５の給料表の適用を受けていた職員の平成 

２６年切替日における職務の級（以下「平成２６年新級」という。）は、平成

２６年切替日の前日においてその者が属していた職務の級（以下「平成２６

年旧級」という。）に対応する附則別表第１の平成２６年新級欄に定める職務

の級とする。 

 （平成２６年切替日の前日において改正前の別表第１及び別表第３から別表

第５までの給料表の適用を受けていた職員の号給の切替え） 

３ 平成２６年切替日の前日において改正前の別表第１及び別表第３の給料表

の適用を受けていた職員並びに前項の規定により平成２６年新級を決定され

る職員の平成２６年切替日における号給（以下「平成２６年新号給」という。）

は、平成２６年旧級及び平成２６年切替日の前日においてその者が受けてい

た号給（以下「平成２６年旧号給」という。）に応じて附則別表第２に定める

号給とする。 

（平成２６年切替日の前日において改正前の別表第２の給料表の適用を受け

ていた職員に適用する給料表） 

４ 平成２６年切替日の前日において改正前の別表第２の給料表の適用を受け

ていた職員（再任用職員を除く。）に適用する給料表は、平成２６年切替日か

ら平成３３年３月３１日までの間、改正後の第３条第１項第２号及び別表第

２の規定にかかわらず、附則別表第３とする。 

 （平成２６年切替日の前日において改正前の別表第２の給料表の適用を受け

ていた職員の職務の級及び号給の切替え） 

５ 前項の規定の適用を受ける職員（以下「技能労務職経過措置給料表適用職

員」という。）の平成２６年新級は、平成２６年旧級に対応する附則別表第４



 

の平成２６年新級欄に定める職務の級とし、その者の平成２６年新号給は、

平成２６年旧級及び平成２６年旧号給に応じて附則別表第５に定める号給と

する。 

 （平成２６年切替日前の異動者の号給の調整等） 

６ 平成２６年切替日の前日において改正前の別表第１から別表第５までの給

料表の適用を受けていた職員のうち、平成２６年切替日前に職務の級を異に

して異動した職員及び市長が別に定める職員の平成２６年新号給について、

その者が平成２６年切替日において職務の級を異にする異動等をしたものと

した場合との権衡上必要があると認められるときその他その者の平成２６年

新号給ではその後の給与において不利益が大きくその緩和を図る必要がある

と認められるときは、当該必要があると認められる限度において、市長が別

に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （平成２６年切替日における給料の切替えに伴う経過措置） 

７ 平成２６年切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員及

び技能労務職経過措置給料表適用職員で、その者の受ける給料月額が同日に

おいて受けていた給料月額に達しないこととなるもの（規則で定める職員を

除く。）には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。 

８ 平成２６年切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項の

規定の適用を受ける職員を除く。）について、同項の規定による給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の

定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 

９ 平成２６年切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員に

ついて、任用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給される職員

との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めると

ころにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 

１０ 前３項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の第７条の２

第２項及び第２３条の３第２項の規定の適用については、改正後の第７条の

２第２項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月



 

額と市川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年

条例第  号）附則第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」

と、改正後の第２３条の３第２項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市

川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第 

  号）附則第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」とす

る。 

 （技能労務職経過措置給料表適用職員であった職員の職務の級及び号給の切

替え） 

１１ 平成３３年４月１日（以下「平成３３年切替日」という。）の前日におい

て技能労務職経過措置給料表適用職員であった職員の平成３３年切替日にお

ける職務の級（以下「平成３３年新級」という。）は、平成３３年切替日の前

日においてその者が属していた職務の級（以下「平成３３年旧級」という。）

に対応する附則別表第６の平成３３年新級欄に定める職務の級とし、その者

の平成３３年切替日における号給（以下「平成３３年新号給」という。）は、

平成３３年旧級及び平成３３年切替日の前日においてその者が受けていた号

給（以下「平成３３年旧号給」という。）に応じて附則別表第７に定める号給

とする。 

 （平成３３年切替日における給料の切替えに伴う経過措置） 

１２ 前項の規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成３３

年切替日の前日において受けていた給料月額（附則第７項に規定する差額に

相当する額を含む。）に達しないこととなるもの（規則で定める職員を除く。）

には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。 

１３ 附則第１１項の規定の適用を受ける職員（前項の規定の適用を受ける職

員を除く。）について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必

要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、

同項の規定に準じて、給料を支給する。 

 （住居手当に関する経過措置） 

１４ 平成２６年切替日の前日から引き続き改正前の第１０条の３第１項第２



 

号に該当する職員（同号の規定により平成２６年９月に係る住居手当を支給

される職員に限る。）については、同条の規定は、平成２９年９月３０日まで

の間は、なおその効力を有する。この場合において、平成２６年切替日から

平成２７年９月３０日までの間にあっては同号中「７,０００円」とあるのは

「６,０００円」と、同年１０月１日から平成２８年９月３０日までの間にあ

っては同号中「７,０００円」とあるのは「４,０００円」と、同年１０月１

日から平成２９年９月３０日までの間にあっては同号中「７,０００円」とあ

るのは「２,０００円」とする。 

 （委任） 

１５ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 

 （市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

１６ 市川市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

附則第８項の見出し中「附則第４項」を「附則第３項」に改め、同項中「附

則第４項」を「附則第３項」に、「附則第６項」を「附則第５項」に改める。 

 （市川市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正） 

１７ 市川市職員の修学部分休業に関する条例（平成２４年条例第３３号）の

一部を次のように改正する。 

附則第２項の見出し中「附則第４項」を「附則第３項」に改め、同項中「附

則第４項」を「附則第３項」に、「附則第６項」を「附則第５項」に改める。 

 （市長等の給料及び地域手当並びに教育長の給料及び地域手当並びに管理職

員の給料の特例に関する条例の一部改正） 

１８ 市長等の給料及び地域手当並びに教育長の給料及び地域手当並びに管理

職員の給料の特例に関する条例（平成２４年条例第５２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項中「４級」を「５級」に、「附則第４項」を「附則第３項」に、

「市川市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１８年



 

条例第５４号。以下「平成１８年一部改正条例」という。）附則第６項から第

８項まで」を「市川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平

成２６年条例第  号。以下「平成２６年一部改正条例」という。）附則第７

項から第９項まで」に、「平成１８年一部改正条例附則第６項から第８項まで」

を「平成２６年一部改正条例附則第７項から第９項まで」に改める。 

  第４条第１項中「附則第４項から第６項まで及び平成１８年一部改正条例

附則第６項」を「附則第３項から第５項まで」に、「附則第４項第１号」を「附

則第３項第１号」に、「附則第５項」を「附則第４項」に、「附則第６項」を

「附則第５項」に、「附則第４項」」を「附則第３項」」に改め、「、平成１８

年一部改正条例附則第６項中「１００分の９８.５」とあるのは「１００分の

９８」と」を削る。 

 （市川市職員退職手当支給条例の一部改正） 

１９ 市川市職員退職手当支給条例（昭和２７年条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第１４項中「こととする条例」の次に「（市川市一般職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第  号）を除く。）」を加え

る。 

 

















































































 

理  由 

 

  一般職の職員の給与水準の適正化を図るため、全ての給料表について国家

公務員の俸給表を基本とした給料表に改めるとともに、自宅に係る住居手当

を廃止するほか、新たな特殊勤務手当として災害応急作業等手当を創設する

必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 


